
※新聞を購読されている方には、 新聞に折り込まれます。
○新規のお申し込み 申込専用電話 1046（252）8684（市政戦略課）
○届かない場合 （株）神奈川新聞総合サービス 70120（111）429 （無料）

希望者への「広報ざま」の戸別配布を実施中

広報

大豆油インクを使用しています

【座間市のお知らせ】
◆令和元年（2019年） 9月15日発行
◆座間市市長室市政戦略課編集
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●年金生活者支援給付金制度（2面）
●みんなの健康（3面）
●ザマフレンド号の新運行（4・5面）
●ざまインフォメーション（6・7面）
●アヤセ・プロムナード・コンサート（8面）

市 の 人 口●130,568人（＋150人）
市の世帯数●59,189世帯（＋115世帯）
令和元年8月1日現在（ ）は7月との増減
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※写真は昨年のものです。
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　市では、地域のお祭りやイベントな
どで排出される紙コップ、紙皿などの
ごみを減らすため、リユース（再利用）
可能な食器について、貸し出しの試用
を始めました。貸し出しを希望する方
は担当へお問い合わせください。
○対 象 市内で行われるお祭り、イ
ベントなど

○貸し出しする食器 コップ、椀、皿
（いずれもプラスチック製で各900個まで）

○申込方法　利用希望日の 7日前までに電話、ファクスまたは直接担当へ

担当� 資源対策課　☎046(252)7985　5046(252)7616

　資源物はインターネットの普及によって新聞紙や雑誌などが減少し、
全体的には安定して資源化できていますが、まだ分別によって資源物
に生まれ変わるものが、ごみとして収集されています。分別方法が分
からないときは、市役所 4階資源対策課などで配布する「ごみ・資源
物分別ガイド」をご覧になるか、担当へお問い合わせください。
ごみ分別アプリ「さんあ〜る」
　ごみ収集カレンダーや分別リスト、ごみ出し日のお知らせ機能を持
つスマートフォン向けアプリ「座間市ごみ分
別アプリさんあ〜る」をご活用ください。ア
プリはAppStoreまたはGooglePlayで「さ
んあ〜る」と検索するか、次のＱＲコードか
らダウンロードができます。
担当� 資源対策課　☎046(252)7985　5046(252)7616

　市では、環境美化活動を行う団体に対し、報奨金を支払う事業を実
施しています。事業への参加には市への団体登録の他、活動計画の作
成や活動報告が必要です。詳しくは担当へお問い合わせください。
担当� 資源対策課　☎046(252)7985　5046(252)7616

地域のお祭りやイベントに
リユース（再利用）可能な食器の貸し出し

ごみの分別にご協力を

環境美化活動に対する報奨金

GooglePlay

貸し出しするコップ（左）、椀（中）、皿（右）

AppStore


